〈尾花沢市創業支援事業補助金の申請に係る提出書類〉

【申請時】

（1）尾花沢市創業支援事業補助金申請書

（2）事業計画書

（3）事業費内訳書

（4）誓約書

（5）住民票謄本（抄本も可能）

（6）市税等の納税証明書（最新のもの）

（7）事業計画の詳細・根拠資料、事業を行う場所の地図、パンフレット、

製品カタログ、見積書等

（8）商工会経営指導員等の確認書

【実績報告時】

（1）尾花沢市創業支援事業補助金実績報告書

（2）事業実績書

（3）収支決算書　

（4）開業届の写し及び事業を行うにあたり必要となる許認可書類の写し

（5）法人の登記簿謄本の写し（法人の場合）

（6）領収書等、証拠書類によって金額、購入した内容等が確認できるもの

（7）加算措置を受ける場合は、その条件を証明できる書類

　　（例：空き店舗活用加算の場合は賃貸契約の写し等、雇用創出加算の場合は雇用契約書等）

（8）事業実施内容が分かる写真

（9）請求書及び口座情報の写し

【状況報告時】

（1）状況報告書

　　※1回目　事業完了年度の次年度末（1年後）から30日以内に提出

　　※2回目　事業完了年度の次々年度末（2年後）から30日以内に提出

